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＜助言対象＞

① 中長期目標の策定・変更

② 業務実績の評価

・年度評価（令和２年度）

・中長期目標期間終了見込み評価

・中長期目標期間評価

③ 組織・業務全般の見直し

議題
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「独立行政法人の評価に関する指針」（平成26年9月総務大臣決定）に基づき実施。
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年度評価、期間評価

年度評価 期間評価

目的 ・国立研究開発法人の「研究開発成
果の最大化」に資する（第一目的）
・評価対象年度以降の業務運営の改
善等にも資する

・国立研究開発法人の「研究開発成果
の最大化」に資する（第一目的）
・中長期目標の変更を含めた、業務運
営の改善等に資する

実施方法 ・国立研究開発法人の自己評価の結
果、法人が個別に実施している外部
評価の結果等を踏まえ、中長期計画
の実施状況等に留意しつつ、法人の
業務の実施状況を調査・分析し、そ
の結果を考慮して、業務の実績の全
体について総合的な評価を実施。
・評定は、５段階（Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ，
Ｄ）で実施し、「Ｂ」が標準。

・国立研究開発法人の自己評価の結果、
法人が個別に実施している外部評価の
結果等を踏まえ、中長期計画の実施状
況等に留意しつつ、法人の業務の実施
状況を調査・分析し、その結果を考慮
して、中長期目標期間中の業務の実績
の全体について総合的な評価を実施。
・評定は、５段階（Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ，
Ｄ）で実施し、「Ｂ」が標準。

留意事項 ・中長期目標・計画の実施状況を確認しつつ、評価軸等に留意して実施。
・研究開発の特性等を踏まえて評価を実施。
・法人のマネジメントの状況にも留意して実施。



第１ 政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション）
第２ 中長期目標の期間

第３ 研究成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項
１．環境研究に関する業務
（１）重点的に取り組むべき課題への統合的な研究の推進
（２）環境の保全に関する科学的知見の創出等の推進
（３）国内外機関とのネットワーク・橋渡しの拠点としての

ハブ機能の強化
（４）研究成果の積極的な発信と政策貢献・社会貢献の推進

２．環境情報の収集、整理及び提供に関する業務
３．気候変動適応に関する業務

第４ 業務運営の効率化に関する事項
第５ 財務内容の改善に関する事項
第６ その他の業務運営に関する事項

※ 第３～第６：評価軸及び評価指標を設定
※ 第３全体：重要度「高」、

第３ １．（１）、（３）、３． ：難易度「高」 3

第４期中長期目標（H28-R2）の構成



審議の進め方（案）【年度評価・期間評価】

業務実績等報告・自己評価（国環研）

評価素案（環境省）

質疑応答

第18回
審議会
(7/30)

Ⅰ 第３ １．（１）～（４）

Ⅱ 第３ ２．～３．
第４～第６
決算報告、監査報告

第19回
審議会
(8/24)

評価書案（環境省）

審 議

7/30 ：事務局→審議会委員 「評価書案」の送付
～8/10 ：審議会委員→事務局 「意見シート」（資料11）の提出
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